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告 示
奈良市告示第58号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 （仮称）辰市こども園園舎新築工事に伴

う機械設備工事
⑵ 工事場所 奈良市杏町414番４他８筆
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月31日まで
⑷ 工事概要 機械設備工事一式
⑸ 予定価格 73,650千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限モデル型算出価格 63,414千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第59号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 近鉄西大寺駅南土地区画整理事業建物等

補償鑑定再積算業務委託（その２）
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⑵ 業務場所 奈良市西大寺国見町一丁目地内
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年３月30日まで
⑷ 業務概要 建物等の移転等に伴う補償鑑定業務
⑸ 予定価格 1,350千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 993千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第60号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 浸水対策工事（西九条町四丁目地内・西

九条川）
⑵ 工事場所 奈良市西九条町四丁目地内
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月30日まで
⑷ 工事概要 工事延長 Ｌ＝47.9ｍ

オープンシールド工法 掘進工 一式
オープンシールド工法 設備工 一式
到達立坑築造工一式 薬液注入工一式
付帯工一式 仮設工一式

⑸ 予定価格 84,211千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限モデル型算出価格 67,141千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第61号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 （仮称）辰市こども園園舎新築工事に伴

う電気設備工事
⑵ 工事場所 奈良市杏町414番４他８筆
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月31日まで
⑷ 工事概要 電気設備工事一式
⑸ 予定価格 69,100千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限モデル型算出価格 57,684千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第62号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第
78条の５第２項、第82条第２項及び第115条の５第２項の
規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サ
ービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防
サービス事業者を廃止しましたので、同法第78条第２号、
第78条の11第２号、第85条第２号及び第115条の10第２号
の規定により公示します。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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【居宅介護支援】

【訪問介護】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970103012 奈良市押熊町1279－１－２階
浪花企画居宅介
護支援事業所

京都府京田辺市草
内法福寺12番地の
６

有限会社浪花企
画 6130002031974 平成30年

２月１日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970105421 奈良市今市町361－６
訪問介護サービ
ス ゆうか

奈良市今市町361－
６ 株式会社 結加 7150001008748 平成30年

１月31日

2970105157 奈良市中山町1324番１
ナイスハート
「桜」

奈良市中山町1324
番１

有限会社 ナイ
スケアサポート 4150002003164 平成30年

２月１日



（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第64号
森林法（昭和26年法律第249号）第10条の５第１項の規
定により奈良市森林整備計画を樹立したいので、同法第10
条の５第７項において準用する同法第６条第１項の規定に
より次のとおり公告し、当該市町村森林整備計画の案を縦
覧に供します。
なお、奈良市森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧
期間が完了する日までに、奈良市長に対し、理由を付した
文書をもって、意見書を提出することができます。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 縦覧場所

奈良市役所 観光経済部農林課
２ 縦覧期間

平成30年２月１日から平成30年３月２日まで
（平成30年２月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第65号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

明治小学校進入路築造工事２期ほか６件（各工事の工
事件名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、最低制
限基準価格及び最低制限モデル型価格は 別表のとお
り）
以下省略

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第66号
平成29年奈良市告示第208号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第67号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年２月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
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【（介護予防）福祉用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売】

【地域密着型通所介護】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970102279 奈良市四条大路南町９－20
ロイヤルハート
支援センター

奈良市大安寺町
548番地の５

有限会社 三九
サービス 4150002003288 平成30年

１月31日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970106148 奈良市学園朝日元町２－527－15
デイサービス
ロココ

奈良県生駒市桜ケ
丘２番18号

合同会社ＲＯＣ
ＯＣＯ 6150003001000 平成30年

１月31日

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第63号
介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項
及び第46条第１項の規定により、指定地域密着型サービス

事業者及び指定居宅介護支援事業者を指定しましたので、
同法第78条の11第１号及び第85条第１号の規定により公示
します。
平成30年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970107815 奈良市七条町100番地の４
ほっとハート居宅介
護支援事業所 奈良市七条町100番地の４ 日本ホスピタルサポー

ト有限会社
平成30年
２月１日

2990100550 奈良市学園朝日元町二丁目527－15 デイサービスロココ 神戸市東灘区森南町二丁
目４番１号

株式会社ナレッジハン
ズケアサービス

平成30年
２月１日

2970107823 奈良市帝塚山南四丁目13番18号 居宅「コンペイトウ」奈良市帝塚山南四丁目13番18号 株式会社konpeito.com 平成30年
２月１日



自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日
平成30年２月２日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺

及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき

るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成30年２月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第68号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号
に規定する指定特定相談支援事業者を指定しましたので、
同法第51条の30第２項第１号の規定に基づき告示します。
平成30年２月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ 指定年月日 平成30年２月１日

１ 指定年月日 平成30年２月１日

１ 廃止年月日 平成30年１月31日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100769 有限会社あんしん 631-0032 奈良県奈良市あやめ池北１－５－５
有限会社あ
んしん 631-0012 奈良県奈良市中山町1250番地の７ 計画相談支援

（平成30年２月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第69号
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項

第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定しまし
たので、同法第24条の37第１号の規定に基づき告示します。
平成30年２月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2970101537 有限会社あんしん 631-0032 奈良県奈良市あやめ池北１－５－５
有限会社あ
んしん 631-0012 奈良県奈良市中山町1250番地の７

障害児相談支
援

（平成30年２月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第70号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成30年２月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910101670 株式会社結加 630-8444 奈良県奈良市今市町361－６

訪問介護サ
ービスゆう
か

630-8444 奈良県奈良市今市町361－６
居宅介護
重度訪問介護

（平成30年２月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第71号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの

で、同条第４項の規定により告示します。
平成30年２月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成30年２月５日掲示済）



―――――――――――――――――――
奈良市告示第72号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年２月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年２月４日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成30年２月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第73号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成30年２月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠
告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成30年２月５日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成29年７月２日、同月４日、同月６日、同月13日、
同月14日、同月20日、同月25日及び同月27日

（平成30年２月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第74号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年２月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年２月６日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年２月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第75号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師の辞退につき、奈良市身体障害者福祉法
施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）第３条の規定によ
り告示します。
平成30年２月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年３月１日
（木 曜 日）

医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名） 辞退年月日

小林 礼子 医療法人仁礼会
こばやし耳鼻咽喉科

奈良市学園北
一丁目９－１
パラディⅡ５階

耳鼻咽喉科
（聴覚障害・平衡機能障害・
音声機能障害・言語機能障害・

そしゃく機能障害）

平成30年
２月１日

（平成30年２月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第76号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成30年２月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（木 曜 日）第351号 奈 良 市 公 報

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

森田医院 奈良県奈良市高天市町32 平成29年12月31日

喜多野西大寺診療所 奈良県奈良市西大寺新田町１－12 平成29年12月31日

アイリス薬局 奈良県奈良市北市町36－10 平成29年12月31日

阪神調剤薬局 奈良帝塚山店 奈良県奈良市三碓町2073－５ 平成29年12月31日

（平成30年２月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第77号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成30年２月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

森田医院 奈良県奈良市高天市町32 平成30年１月１日

アイリス薬局 奈良県奈良市北市町36－10 平成30年１月１日

（平成30年２月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第78号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成30年２月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

廃止した施設又は廃止した事業の種類 廃止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

あしび薬局 赤田店 奈良県奈良市西大寺赤田町一丁
目５－22 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月31日

有限会社奈良健康企画 奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

あしび薬局 菖蒲池店 奈良県奈良市あやめ池南六丁目
１－41 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月31日

有限会社奈良健康企画 奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

あしび薬局 北町店 奈良県奈良市西大寺北町一丁目
６－10 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月31日

有限会社奈良健康企画 奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

あしび薬局 富雄店 奈良県奈良市三碓二丁目１－３
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月31日

有限会社奈良健康企画 奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

あしび薬局 敷島店 奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月31日

有限会社奈良健康企画 奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９
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こぐま薬局 西登美ヶ
丘店

奈良県奈良市西登美ヶ丘二丁目
11－14 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月31日

株式会社 パーチェ 奈良県奈良市押熊町547－１

しあわせ薬局 済美店 奈良県奈良市南京終町一丁目
183－34 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月31日
有限会社奈良ヘルスケ
アサービス 奈良県大和郡山市小泉町808

とみお薬局西店 奈良県奈良市富雄元町三丁目１
番13号 ききょう富雄ビル１Ｆ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月30日

向山 陽久 奈良県生駒市ひかりが丘一丁目
２番３号

ウエルシア薬局 奈良
駅前店

奈良県奈良市大宮町一丁目３－
８ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年５月28日
ウエルシア薬局株式会
社

東京都千代田区外神田２丁目２
番15号

薬局セブンファーマシ
ー 朱雀店 奈良県奈良市朱雀六丁目21－８

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年９月３日

有限会社 セブンプロ
ジェクト 奈良県奈良市右京三丁目６－２

まんてん薬局 奈良県奈良市神殿町162－18
印南マンション１Ｆ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年９月30日

株式会社Danke 大阪府東大阪市衣摺２丁目６番
12号

薬局セブンファーマシ
ー学園前店 奈良県奈良市鶴舞東町２－26

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年10月31日

有限会社 セブンプロ
ジェクト 奈良県奈良市右京三丁目６－２

（平成30年２月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第79号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成30年２月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

あしび薬局 赤田店 奈良県奈良市西大寺赤田町一丁
目５－22 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日
一般社団法人メディ
ファーマ奈良

奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９
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あしび薬局 菖蒲池店 奈良県奈良市あやめ池南六丁目
１－41 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日
一般社団法人メディ
ファーマ奈良

奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

あしび薬局 北町店 奈良県奈良市西大寺北町一丁目
６－10 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日
一般社団法人メディ
ファーマ奈良

奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

あしび薬局 富雄店 奈良県奈良市三碓二丁目１－３
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日

一般社団法人メディ
ファーマ奈良

奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

あしび薬局 敷島店 奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日
一般社団法人メディ
ファーマ奈良

奈良県奈良市敷島町二丁目556
番地の９

こぐま薬局 西登美ヶ
丘店

奈良県奈良市西登美ヶ丘二丁目
11－14 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日

エムシーエス株式会社 大阪府八尾市神武町102番地３

こぐま薬局 押熊店 奈良県奈良市押熊町547－１
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日

エムシーエス株式会社 大阪府八尾市神武町102番地３

しあわせ薬局 済美店 奈良県奈良市南京終町一丁目
183－34 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日
一般社団法人奈良ヘル
スケアサービス

奈良県奈良市南京終町一丁目
183－34

オレンジ薬局 富雄店 奈良県奈良市富雄元町三丁目１
番13号 ききょう富雄ビル１Ｆ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年５月１日
株式会社オレンジファ
ーマシー

大阪府大阪市北区梅田２－６－
20

ウエルシア薬局 奈良
駅前店

奈良県奈良市大宮町一丁目３－
８ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年５月29日
ウエルシア薬局株式会
社

東京都千代田区外神田２丁目２
番15号

薬局セブンファーマシ
ー 朱雀店 奈良県奈良市朱雀六丁目20－２

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年９月４日

有限会社 セブンプロ
ジェクト 奈良県奈良市右京三丁目６－２

まんてん薬局 奈良県奈良市神殿町171－５
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年10月１日

株式会社Danke 大阪府東大阪市衣摺２丁目６番
12号



（平成30年２月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第81号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年２月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年２月９日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年２月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第82号
平成29年度軽自動車税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明なため送達することがで

きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部市民税課で
保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつ
でも交付します。
平成30年２月９日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成30年２月９日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第83号
奈良市長は、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第
68条第２項の規定により、住宅宿泊事業等関係行政事務の
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オレンジ薬局 学園前
店 奈良県奈良市鶴舞東町２－26

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年11月１日

株式会社オレンジファ
ーマシー

大阪府大阪市北区梅田２－６－
20

ココカラファイン薬局
七条店

奈良県奈良市七条西町二丁目
1100番地 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年12月１日
株式会社ココカラファ
インヘルスケア

神奈川県横浜市港北区新横浜三
丁目17番６号

薬局セブンファーマシ
ー 左京店

奈良県奈良市左京一丁目13－18
－２ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成29年12月１日
有限会社 セブンプロ
ジェクト 奈良県奈良市右京三丁目６－２

（平成30年２月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第80号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成30年２月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

自分薬局 中登美ヶ丘
奈良県奈良市中登美ヶ丘３－２
ローレルスクエア登美ヶ丘東館
Ⅱ102号 介護予防 居宅療養管理指導 平成30年１月１日

株式会社 ショーワ薬
局 奈良県大和郡山市昭和町６－１

１ この通知書の発送年月日 平成29年５月10日

２ この公示送達により変更す
る納期限

変
更
前
平成29年５月31日

変
更
後
平成30年２月28日

３ 送達を受けるべき者 別紙のとおり



処理に関して奈良県知事と協議し、これを処理することと
しましたので、同条第３項の規定により、次のとおり公示
します。
平成30年２月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 当該事務の内容
奈良県又は奈良県知事に代わって奈良市内における住
宅宿泊事業等関係行政事務を処理すること
２ 当該事務の処理を開始する日

平成30年３月15日
（平成30年２月９日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第84号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年２月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年10月16日 奈良市指令整開 第17Ａ－33号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年２月９日 第1614号
公共施設 平成30年２月９日 第780号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市尼辻町甲1028番１及び尼辻町乙457番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市あやめ池北三丁目９番18号
久保 茂

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市尼辻町甲1028番１の一部及び尼辻町乙457番

１の一部
⑵ 下水道
奈良市尼辻町甲1028番１の一部

（平成30年２月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第85号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成30年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 京終駅復元工事（第２期）
⑵ 工事場所 奈良市南京終町211番地他
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月31日まで
⑷ 工事概要 旧駅舎駅務室の外部・内部改修
⑸ 予定価格 19,200千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 15,517千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成30年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第86号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年２月15日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第87号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成30年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

大和中央道（敷島工区）街路新設工事ほか19件（各工
事の工事件名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、
最低制限基準価格及び最低制限モデル型価格は別表のと
おり）
以下省略

（平成30年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第88号
農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号
）第８条第１項の規定に基づき定めた農業振興地域整備計
画は、同法第13条の規定に基づき変更しましたので、同条
第４項において準用する同法第12条第１項の規定に基づき
公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを同
法第13条第４項において準用する同法第12条第２項の規定
に基づき、次のとおり縦覧に供します。
平成30年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更した農業振興地域整備計画の名称

奈良農業振興地域整備計画
２ 変更後の農業振興地域整備計画書の写しの縦覧場所

―10―

平成30年３月１日
（木 曜 日）第351号 奈 良 市 公 報



奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部農林課内

（平成30年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第89号
都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和31年
法律第79号）第２条の２及び都市公園法施行令（昭和31年
政令第290号）第９条の規定に基づき、次のとおり公告し
ます。
平成30年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年２月15日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第４号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
また、入札者が２者以下の場合、この入札は不成立とし
ます。
平成30年２月１日

奈良市公営企業管理者

池 田 修
第１ 入札に付する事項

１ 工 事 名 口径200粍配水支管改良工事（鶴舞橋
水管橋）

２ 工事場所 奈良市鶴舞西町地内
３ 工事期間 契約の日から平成30年８月31日まで

（ただし、当初契約工期は契約日から
平成30年３月30日までとし、繰越手続
後、工期延期を行う予定）

４ 工事概要 管布設延長（ＧＸ） φ200粍 11ｍ
管布設延長（ステンレス鋼管）

φ200粍 96ｍ
仕切弁 φ200粍 １基
急速空気弁 φ 25粍 １基
鋤取復旧工 ｔ＝10㎝ 50㎡
インターロッキング工

ｔ＝６㎝ 4.6㎡
５ 予定価格 79,420千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
６ 最低制限モデル型算出価格 64,891千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第５号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり告示します。
その関係図書は、平成30年２月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成30年２月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成30年２月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市富雄川西一丁目、七条西町二丁目、押熊町及び
西大寺国見町一丁目の各一部

―11―

奈 良 市 公 報 第351号
平成30年３月１日
（木 曜 日）

名 称 位 置 区 域 供用開始日

いこい公
園

西大寺竜王町一
丁目1630番１

別紙図面の
とおり（別
紙図面は省
略し、奈良
市都市整備
部公園緑地
課において
一般の縦覧
に供します。
）

平成30年
２月15日

秋篠町第５
号街区公園 秋篠町666番11

六条西五丁
目第２号街
区公園

六条西五丁目
1391番47

大森町第２
号街区公園 大森町301番12

２－２ 供用を開始する排水施設の位置

処 理 分 区 起 点 終 点 備考

富雄第６処理分区 奈良市富雄川西一丁目57 奈良市富雄川西一丁目58番１ ①

富雄第11処理分区 奈良市七条西町二丁目636番３ 奈良市七条西町二丁目648番８ ②

佐保川第４処理分区 奈良市押熊町2233番 奈良市押熊町2233番 ③

佐保川第10処理分区 奈良市西大寺国見町一丁目５街区３、４
区画

奈良市西大寺国見町一丁目５街区３、４
区画 ④



３ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
奈良市法華寺町201番６（⑤）、百楽園三丁目432番58
（⑥）、横井二丁目317番１（⑦）、古市町1308番１（⑧）、
押熊町1409番80（⑨）、二名三丁目1007番１他（⑩）、帝
塚山西二丁目1412番321他（⑪）、六条西五丁目560番11
（⑫）、西大寺芝一丁目2496番４他（⑬）、六条一丁目
889番15（⑭）、柏木町475（⑮）、大安寺三丁目95番３の
一部（⑯）及び今市町668番１（⑰）
４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第６号
農業集落排水処理施設の供用を開始するので、奈良市農
業集落排水処理施設条例（平成12年奈良市条例第43号）第
４条の規定に基づき次のとおり告示します。
なお、関係図書は、平成30年２月１日から２週間、奈良

市企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供し
ます。
平成30年２月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 排水処理施設の供用及び排水処理を開始する年月日
平成30年２月15日

２ 供用を開始する箇所
奈良市此瀬町357番１、須川町875

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第７号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり告示します。
平成30年２月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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平成30年３月１日
（木 曜 日）第351号 奈 良 市 公 報

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

株式会社奈良温調 代表取締役
松田 直樹 奈良県磯城郡田原本町大字小阪75番地の10 平成30年１月25日

株式会社大智設備 代表取締役
上山 智弘 兵庫県神戸市長田区長田町三丁目２－12 平成30年１月25日

（平成30年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第８号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり告示します。
平成30年２月８日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

馬木工業株式会社 代表取締役
馬木 秀 大阪府柏原市片山町１－６ 平成30年２月５日

（平成30年２月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第９号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成30年２月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 業 務 名 佐保川第１処理分区管渠

きょ

改築工事に伴
う詳細設計業務委託

２ 業務場所 奈良市佐保川第１処理分区地内
３ 業務期間 契約日から平成30年８月31日まで（た

だし、当初契約工期は契約日から平成

30年３月30日までとし、繰越手続後、
工期延期を行う予定）

４ 業務概要 管路施設実施設計 一式
管更生φ800㎜未満 Ｌ＝2,427ｍ

５ 予定価格 15,210千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限基準価格 11,140千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成30年２月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第１号
奈良市企業局職員就業規則の一部を改正する規程を次の
ように定める。
平成30年２月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修



奈良市企業局職員就業規則の一部を改正する規程
奈良市企業局職員就業規則（昭和33年奈良市水道局管理
規程第６号）の一部を次のように改正する。
第35条を次のように改める。
（出張の復命）
第35条 出張した職員が帰庁したときは、上司に随行した
場合を除くほか、５日以内（第29条に定める週休日及び
第29条の２に定める休日を除く。）に復命書を作成し所
属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、
口頭で復命することができる。
別記第６号様式から第８号様式まで及び第９号様式を次
のように改める。
第６号様式から第９号様式まで 削除
附 則

この規程は、公布の日から施行する。
（平成30年２月15日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第３号
平成30年２月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成30年２月８日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成30年２月13日（火）
午前９時45分から

２ 場 所
奈良市立三笠中学校 １階 会議室

３ 会議に付すべき事案
教育長報告
⑴ 平成29年度３月補正予算要求について
⑵ 教育課程特例校指定変更について
⑶ 平成29年度奈良市立幼稚園修了証書授与式並びに奈
良市立小・中・高等学校、春日中学校夜間学級卒業証
書授与式における奈良市・奈良市教育委員会祝辞につ
いて

議事
議案第65号 佐保小学校・若草中学校みどりの家分校用

地の用途廃止について
議案第66号 奈良市社会教育委員の委嘱について
議案第67号 奈良市立学校の管理運営に関する規則の一

部改正について
議案第68号 平成30年度奈良市立学校の教材使用の承認

について
議案第69号 奈良市いじめ防止基本方針の策定について
議案第70号 朱雀幼稚園、平城幼稚園及び東登美ヶ丘幼

稚園の用途廃止について
協議事項

「『教え』から『学び』へについて」
傍聴受付は、開催日の午前８時45分から午前９時35分ま
でで、奈良市立三笠中学校１階 会議室前にて行います。
定員は10名で、定員になり次第締切させていただきます。

（平成30年２月８日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第２号
奈良市農業委員会平成30年２月農業委員会総会の会議を
次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規
則（昭和32年奈良市農業委員会告示第３号）第２条第１項
の規定により告示します。
平成30年２月７日

奈良市農業委員会長 巽 一 孝
１ 日時

平成30年２月14日（水） 午後１時30分
２ 場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 審議案件
•法令等に基づく事務関係
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条
及び第５条に関する許可申請及び届出について
⑵ 相続税の納税猶予に関する適格者証明について
⑶ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理につ
いて（１月専決処理分）
⑷ 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証
明について
⑸ 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第13条の規定
による生産緑地の取得のあっせんについて
⑹ 生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得の
あっせん結果について
⑺ 知事許可について（１月許可分）
•農政関係
⑴ 農地等の利用の最適化の推進に関する指針につい
て
⑵ 証明等の委員の署名・捺印について
⑶ 市街化区域内農地の転用届出に係る事務処理規程
（一部改正）について
⑷ 生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる
従事者等の証明に関する事務処理規程（一部改正）
について

（平成30年２月７日掲示済）
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平成30年３月１日
（木 曜 日）第351号 奈 良 市 公 報

奈 良 市 民 憲 章

奈良は日本のふるさと。美しい自然とすぐれた文化遺

産を守り、古都に住むものにふさわしい自覚と誇りに生

きましょう。

奈良は未来をひらくまち。青少年は健康で、はつらつ

と、正しく強い人間になりましょう。

奈良は善意のまち。みんなのしあわせのために、おた

がいに助けあいましょう。

奈良は清潔で平和なまち。旅行者にはあたたかく親切

に接しましょう。

奈良はのびゆくまち。市民の創意で、伝統と調和のと

れた新しい住みよいまちづくりをしましょう。


